
議案第４号

厚木都市計画生産緑地地区の
変更について（厚木市決定）



１生産緑地地区の制度の概要

３ 手続の流れ

本日の説明内容

２今回の変更案の概要
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生産緑地地区とは

１ 生産緑地地区の制度の概要

目的
都市における農地等の適正な保全を図り、

良好な都市環境を形成すること

指定要件など

地域地区

都市計画法
第８条第１項

生産緑地法等
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保全する農地

●市街化区域内農地の都市計画上の位置付け

計画的な宅地化推進

市街化調整区域へ編入

宅地化する農地

市街化区域内農地

１ 生産緑地地区の制度の概要

生産緑地法

市街化区域内農地

保全する農地
生産緑地地区の指定生産緑地地区の指定

平成３年に制度の見直し

平成４年
神奈川県下の市において一斉に生産緑地地区の指定
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●良好な生活環境の確保及び公共施設等
の敷地に適していること

●面積が、
・500㎡以上であること（条例なし）
・300㎡以上であること（条例あり）

●農林漁業の継続が可能なこと

指定を受けるためには・・・
生産緑地法

１ 生産緑地地区の制度の概要

●権利者の同意を得ていること
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厚木都市計画生産緑地地区指定基準

１ 生産緑地地区の制度の概要

②公共施設の敷地とするのに適していること
⇒幅員４メートル以上の道路に２メートル以上接してい
ること 等

③農業の継続が可能な条件を備えていること
⇒排水路などが確保され、農地として適正に管理され

ていること

①良好な生活環境の確保に役立つこと
⇒防災協力農地に登録される見込みであること また
は市民農園として利用されている区域である 等

次の５つの基準を満たす農地が指定対象となります。
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厚木都市計画生産緑地地区指定基準

１ 生産緑地地区の制度の概要

④一定の規模があること
⇒一団の区域で300 平方メートル以上あること
ただし、個々の農地の面積がそれぞれ100 平方メート
ルを超えていること

⑤農地等利害関係人の同意を得ていること
⇒所有権者や抵当権者などの同意を得ていること
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生産緑地地区として指定を受けると…
●都市計画上の明確な位置付け

●税制上の特例措置
・固定資産税の農地課税
・相続税等の納税猶予の対象

・市や農業委員会の協力（助言・あっせん）

１ 生産緑地地区の制度の概要

●農地の適正管理

●建築物等の建築、宅地造成等の行為の制限
・農業を営むために必要な建築の行為等は、
市長の許可を受けて行うことが可能

・公共施設の設置については、事前に市長に通知

・標識の設置 ・農地の適正管理の義務付け
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生産緑地地区内の制限の緩和
●許可を受けて建築できる施設の追加

１ 生産緑地地区の制度の概要 8

・農作物等を原材料に使用する製造・加工施設
（ジャム等の製造施設など）

・農作物等や上記で製造・加工した商品を販売
する店舗（直売所など）
・農作物等を材料として使用する飲食店（農家
レストランなど）

・ビニールハウス、集荷施設、農機具等の倉庫

追加

※生産緑地の保全に無関係な施設（単なるスーパーやファミレス等）の
立地や過大な施設を防ぐため、面積要件や食材などの制限あり

※建築する施設については、用途地域の制限がかかる



１ 生産緑地地区の制度の概要

買取り申出制度

●指定後30年を経過した場合

市長に対し、
生産緑地地区の買取りを申出

●農林業の主たる従事者が死亡した場合
●農林業に従事することが不可能となる
ような故障

9



買取り申出制度の流れ

主たる従事者の死亡等

指定後３０年経過
市長への買取申出

買取りの検討

法律の目的に従った
適切な管理

（公園、緑地等として整備）

農地等としての
生産緑地の管理

買取りなし買取りあり

不成立

成立価格の協議
成立しない場合は

収用委員会への裁決申請

買い取る旨の通知
（１ヶ月以内）

１ 生産緑地地区の制度の概要

農林業希望者への
あっせん

行為制限の解除
(買取り申出から３ヶ月後)

買い取らない旨の通知
（１ヶ月以内）
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１ 生産緑地地区の制度の概要
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当初指定から30年を迎えた生産緑地について

■農地として管理 ્
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⇒土地利用の制限

30年

■税金の優遇措置

・固定資産税
⇒農地課税

・相続税
⇒納税猶予の
適用可能
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■買取り申出できる
期間が10年延期

10年

⇒土地利用の制限

■税金の優遇措置継続
・固定資産税
⇒農地課税

・相続税
⇒納税猶予の
適用可能

■いつでも買取り申出可能に
⇒買取り申出後は
土地利用の制限が解除

■税金の優遇措置の解除
・固定資産税
⇒段階的に宅地並み課税へ

・相続税
⇒次の相続では納税猶予の適用不可
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区分 主 な 変 更 理 由
追 加
・

区域の拡大

廃 止
・

区域の縮小

位置、区域
又は

面積の変更

・防災協力農地に登録される見込みであること

・農業継続が不可能となり、買取り申出に伴う
行為の制限が解除されたもの

・土地区画整理事業の換地処分によるもの

・公共施設の敷地の用に供されるもの

・既指定の生産緑地地区と一体化又は整形化が図ら
れるもの

・国土調査等の実施によるもの

１ 生産緑地地区の制度の概要

都市計画の変更

・申出基準日を迎え、買取り申出に伴う行為の
制限が解除されたもの
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１ 生産緑地地区の制度の概要

平成４年（当初指定）
箇所数 260箇所
面積 約33ha

平成５年～令和５年
追加 60箇所
廃止 129箇所

現 在
箇所数 191箇所
面積 約25.2ha

生産緑地地区の箇所数と面積
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１生産緑地地区の制度の概要

３ 手続の流れ

本日の説明内容

２今回の変更案の概要
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区分 所在

面積（㎡）
箇所
番号

変更前 変更後 増減

追加 恩名三丁目地内 0 360 360 322

追加 林三丁目地内 0 790 790 323

廃止 関口地内 870 0 ▲870 28

縮小 上依知地内 660 350 ▲310 66

縮小 飯山南四丁目地内 2,100 1,690 ▲410 158

縮小 上落合地内 2,680 2,280 ▲400 260

合計 ▲840

２ 今回の変更案の概要

変更を予定している生産緑地地区の箇所
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変更前 変更後 増減

箇所数 191 192 １

面積
約25.2ha

(252,490㎡)
約25.2ha

(251,650㎡)
▲0.08ha
(840㎡)

２ 今回の変更案の概要

（箇所数及び面積は、市内の生産緑地地区の合計値です。）

生産緑地地区全体の変更内容
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●変更箇所一覧

２ 今回の変更案の概要

本厚木駅

愛甲石田駅

①

②

区 分
箇所
番号

所 在
地図
番号

追加 322 恩名三丁目地内 ①

追加 323 林三丁目地内 ②

廃止 28 関口地内 ③

縮小 66 上依知地内 ④

縮小 158 飯山南四丁目地内 ⑤

縮小 260 上落合地内 ⑥ ⑥

③

⑤

④
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２ 今回の変更案の概要

箇所番号322【追加】

0㎡ ⇒ 360㎡
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箇所番号322 追加

指定申出時の写真



２ 今回の変更案の概要 19

箇所番号322【追加】

0㎡ ⇒ 360㎡



２ 今回の変更案の概要

箇所番号323 追加
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箇所番号323【追加】

0㎡ ⇒ 790㎡

指定申出時の写真



２ 今回の変更案の概要 21

箇所番号323【追加】

0㎡ ⇒ 790㎡



２ 今回の変更案の概要 22

箇所番号28【廃止】

870㎡ ⇒ 0㎡

箇所番号28 廃止

買取申出時の写真



２ 今回の変更案の概要 23

箇所番号28【廃止】

870㎡ ⇒ 0㎡



２ 今回の変更案の概要 24

箇所番号66【縮小】

660㎡ ⇒ 350㎡

箇所番号66 縮小

買取申出時の写真



２ 今回の変更案の概要 25

箇所番号66【縮小】

660㎡ ⇒ 350㎡



２ 今回の変更案の概要 26

箇所番号158【縮小】

2,100㎡ ⇒ 1,690㎡

箇所番号158 縮小

買取申出時の写真



２ 今回の変更案の概要 27

箇所番号158【縮小】

2,100㎡ ⇒ 1,690㎡



２ 今回の変更案の概要 28

箇所番号260【縮小】

2,680㎡ ⇒ 2,280㎡

箇所番号260 縮小

買取申出時の写真



２ 今回の変更案の概要 29

箇所番号260【縮小】

2,680㎡ ⇒ 2,280㎡



１生産緑地地区の制度の概要

３ 手続の流れ

本日の説明内容

２今回の変更案の概要
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都市計画変更の手続生産緑地法等に基づく手続

３ 手続の流れ

都
市
計
画
案
の
作
成
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川
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と
の
協
議
（
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月
26
日
～
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月
11
日
）

都
市
計
画
案
の
縦
覧

（
10
月
21
日
～
11
月
５
日)
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・買
取
り
申
出
に
伴
う
行
為
制
限
の
解
除

【廃
止
・縮
小
】

【追
加
】

・指
定
要
件
を
満
た
す
農
地
の
生
産
緑
地

・地
区
へ
の
指
定
申
出
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議案第４号

厚木都市計画生産緑地地区の
変更について（厚木市決定）


